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1．村上市の森林及び林業の概要 

1.1 村上市の森林資源の概要 

 

・村上市の総面積は 117,426ha 、そのうち森林面積は 99,994ha で 85.2％の林野率となっている。 

・村上市内の民有林は 53,210ha で市森林面積の 53.2％を占め、その蓄積は 13,445千ｍ3となっている。 

・民有林の保安林面積は約 16,575ha と民有林保安林率は 31.2％となっている。 

・村上市の民有林を林種別にみると、約 61.3%は広葉樹を中心とした天然林である。人工林は全体の約

35.0%で主にスギ林となっている。 

・民有林の人工林面積は 18,556ha、人工林率は約 35％に達し、県平均の 24.9％を大きく上回っている。 

・地区別の森林面積：村上市で最も民有林面積が大きいのは山北地区の約 23,128ha で村上市の森林面

積全体の 43.5％を占めている。続いて朝日地区が約 37％、村上地区が約 13％を占めており、荒川地

区は 0.3％と民有林の面積は小規模である。 

・村上市の民有林の林齢構成別面積をみると全体的には 61-70 年生が突出しており、全体の 27.7%を占

めている。これは広葉樹を主体とする天然林の 61-70 年生に起因している。 

・スギを主体とする人工林は 51-60 年生が 4,630.6ha と最も多く占めており、人工林資源は「整備する

段階」から「利用する段階」に入っている。（村上市森林整備計画におけるスギ標準伐期齢は 45 年）。 

・村上市内の林相は地区ごとに特徴が異なるため、各地区の森林の状況に応じた取り組みが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 民有林の林種・樹種別の面積割

図 1-3 村上市における林齢構成別の森林面積 

⺠有林面積 
53,210 ha 

図 1-2 民有林の地区別の森林面積 
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図 1-4 村上市における森林の分布 
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1.2 地区別の森林概況 

（1） 山北地区 

 

・山北地区の森林面積：約 23,128ha であり、これは村上市の森林面積の約 43.5%で市の中で最も大

きい。 

・天然林と人工林の比率：天然林が約 12,511ha で全体の 54.1％であるのに対し、スギを主体とした

人工林は約 10,012ha で、全体の約 43.3%を占めている。 

・林齢構成別の森林面積：天然林は 61-70 年生が約 3,670ha と広く分布している。一方で人工林は

51-60 年生の約 2,393ha をピークとしたなだらかな山型の分布である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1-5 林種区分図（山北地区） 
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⼭北地区森林面積 

23,128.06 ha 

図 1-6 林種・樹種別の面積割合 図 1-7 林齢構成別の森林面積 

図 1-8 樹種区分図（山北地区） 
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（2） 朝日地区 

 

・朝日地区の森林面積：約 19,844ha であり、これは村上市の森林面積の約 37.3%に相当する。 

・天然林と人工林の比率：天然林が約 13,432ha で全体の 67.7％であるのに対し、スギを主体とした人

工林は約 5,338.ha で全体の約 26.9%を占めている。 

・林齢構成別の森林面積：天然林は 61-70 年生が約 4,138ha と大きい。100年生以上の天然林が 1,000ha

を超えて分布しているのも特徴的である。一方で人工林は 51-60 年生の約 1,325ha をピークとした

山型の分布となっている。41-50 年生、61-70 年生の人工林はそれぞれ 900ha を越しており、人工林

では 41-70 年生が 60.5%を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1-9 林種区分図（朝日地区） 
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図 1-10 林種・樹種別の面積割合 図 1-11 林齢構成別の森林面積 

朝日地区森林面積 

19,844.59 ha 

図 1-12 樹種区分図（朝日地区） 
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（3） 村上地区 

 

・村上地区の森林面積：約 7,182ha で村上市の森林面積の約 13.5%である。 

・天然林と人工林の比率：天然林が 5,440.3ha で全体の 75.7%と大半を占め、スギを主体とした人

工林は 1,590.9ha で 22.2%となっている。 

・林齢構成別の森林面積：天然林は 61-70 年生が約 2339ha と突出して大きな分布を示す。一方で

人工林は 51-60 年生が約 487ha でピークとなり、緩やかな山型の分布を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1-13 林種区分図（村上地区） 
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図 1-15 林齢構成別の森林面積 

村上地区森林面積 

7,182.2ha 

図 1-16 樹種区分図（村上地区） 

 

図 1-14 林種・樹種別の面積割合 
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（4） 神林地区 

 

・神林地区の森林面積：約 2,896.42 ha で村上市森林面積の約 5.5%である。 

・天然林と人工林の比率：天然林が 1,171.8 ha で全体の 40.5％であるのに対し、スギやアカマツを

主体とした人工林は約 1,615ha で、全体の約 55.8%を占めている。 

・林齢構成別の森林面積：天然林は 61-70 年生が約 433ha で最も多い分布となる。一方で人工林は

51-60 年生の約 412ha をピークとしたおおむね山型の分布となっている。71-80 年生以上はなだ

らかに減少していくのに対し 1~50 年生は面積の分布にばらつきがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1-17 林種区分図（神林地区） 
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図 1-18 林種・樹種別の面積割合 図 1-19 林齢構成別の森林面積 

神林地区森林面積 

2,896.42 ha 

図 1-20 樹種区分図（神林地区） 
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（5） 荒川地区 

 

・荒川地区の森林面積：約 158ha で村上市森林面積の約 0.29%であり、最も森林の少ない地区である。 

・天然林と人工林の比率：スギやアカマツ等の人工林が 85.3ha で全体の 53.9%と半数を越えている。

一方、天然林は 47.7ha で森林全体の 30.1％を占めている。 

・林齢構成別の森林面積：天然林は 61-70 年生が 22.9ha を占めている。一方で人工林については、

51-60 年生が 19.64ha でピークとなる。比較的若年生林の割合が高く、特に 1-10 年生は 8.52ha を

占め 11-50 年生よりも割合が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 1-21 林種区分図（荒川地区） 
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荒川地区森林面積 

158.23ha 

図 1-22 林種・樹種別の面積割合 図 1-23 林齢構成別の森林面積 

図 1-24 樹種区分図（荒川地区） 
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1.3 村上市の林業の概要と問題点・課題について 

 

・村上市における平成 30 年次の素材生産量※１は 60,084ｍ3 で県全体の 34.3％を占め県内有数の木材生

産地である。 

 

・村上市内の森林は、戦後や高度成長期に植栽されたスギなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可

能な時期となっており、スギ材の利活用が課題となっている。 

 

・村上市の民有林では、森林経営計画を作成し、所有者自らが整備を進めている森林は約４ 割（全国：３ 

割）を占めており、計画的な森林の整備が進められているが、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代

交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ、適切に管理されていない人工林も多く、伐採後に植林

されないことなどが問題となっている。 

 

・村上市における森林の保有状況は、5ha 規模未満の所有者が 69.9％を占め、5～20ha 規模の所有者が

21.0％、20ha 以上の所有者は 9.2％と比較的小規模の森林所有者が多い。個々の森林所有者が単独で効

率的な施業を実施することは難しいため、集約化施業の推進、高性能林業機械の導入、路網整備等によ

る効率的な森林整備を推進することによって林業の採算性向上を図ることが必要と考えられる。 

 

・施業の集約化を進めるためには前提として森林境界の明確化作業の進捗が必要だが、森林所有者の世代

交代などにより森林経営への意欲が低下する中、所有者不明森林や林地の境界が不明確な森林が増加し、

森林整備に支障をきたしている。境界が不明確であったり正確な森林資源量の把握に時間がかかる場合

には、空中写真の取得・加工、航空レーザ計測等に基づく高精度の森林資源情報の整理など、森林情報

の高度化を推進することにより、取り組みの加速化を図ることも課題と考えられる。 

 

・村上市内には森林整備事業等を実施する認定事業体※２として 2 つの森林組合（村上市森林組合、いわふ

ね森林組合）、7 認定事業体があり、造林、保育、林産などの地域林業の担い手として大きな役割を果た

しているが、就業者の高齢化が進むとともに、新規就業者の確保、通年雇用化の促進、就業環境の改善

等が課題となっている。 

 

・村上市内には 13 社の製材工場があり、地元産材を供給する重要な役割を果たしている。近年ではスギ人

工林の高齢級化に伴い、大径材の有効活用が課題となってきている。 

 

・村上市の海岸松林においては、「松くい虫被害」と呼ばれる松を枯死させる森林病害虫被害が問題とな

っており、航空機を用いた薬剤散布による「予防」や、枯損木を除去（伐倒）する「駆除」といった防

除事業が実施されている。また、クマ剥ぎ（主にスギの樹皮をツキノワグマが剥がす被害）等の獣害の

深刻化も懸念されており、木材生産上の問題の一つとなっている。 

 

※１  山林の立木を素材（丸太）のまま市場へ運び出した体積。 

※２  林業労働力の確保の促進に関する法律（平成 8 年 5 月 24 日法律第 45 号）第 5 条第 1 項の認定を受けた事業体の

こと。具体的には雇用や事業の改善計画を作成し、知事の認定を受けた林業事業体。 
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※「村上地域振興局 管内林業の概要」<令和 2年度版>（村上地域振興局農林振興部）より引用 



 

 

【村上市森づくり基本計画の骨子（案）】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画等 
 
 
 
 

 

 

 

新潟県地域森林計画書 
「これからの森林づくり」 

下越森林計画区 
（自 令和  2 年 4 月１日 

至 令和 12 年 3 月 31 日） 
令和元年１２月 

 

 

 

 

２ 人材育成・担い手確保 

３ ⽊材利⽤の促進 

４ 普及啓発 

森林環境譲与税を活用して森林の整備
を一層促進し、地球温暖化や山地災害の
防⽌に貢献する森林整備を推進します。 

地域の関係者と連携を図りながら、新規
就業者の確保や通年雇用化の促進、就業
環境の改善など、林業就業者の安定確保
に向けた取組を進めます。 

市内の公共施設等の木造化・木質化を進め
るとともに、地域住⺠への木材利用に対す
る理解の促進を図ります。 

⑥ 人材育成・担い手確保のための新たな事業展開 
⑦ インターンシップによる職業体験 
⑧ 情報発信・ＰＲ活動 
⑨ 就業の定着に向けた支援 
⑩ 〇〇〇〇〇〇〇〇 

⑪ 市内の公共施設等の木造化・木質化 
⑫ 村上市の木でつくられた木製玩具や木製品づくり 
⑬ 川上から川下までを通じたサプライチェーン再構築 
⑭ 〇〇〇〇〇〇〇〇 
⑮ 〇〇〇〇〇〇〇〇 

⑯ 市内での森林環境教育の展開 
⑰ 多様な主体の参加による植樹活動 
⑱ 木育インストラクターの養成 
⑲ 林業の成⻑産業化に向けた講演会やシンポジウムの 

開催 
⑳ 〇〇〇〇〇〇〇〇 

村上市森づくり基本計画 
 

目標とする姿（素案） 
 

50 年、100 年先を⾒据えた 
森林資源の持続的な循環利用と
林業の成⻑産業化の両⽴ 
（計画期間 10 年） 
〜 持続可能な開発目標（SDGs）

に貢献する森林・林業・木材
産業の構築に向けて 

村上市森林整備計画 
（自 令和  2 年 4 月１日 

至 令和 12 年 3 月 31 日） 
令和 2 年 3 月 

 
森林経営管理制度・ 

森林環境譲与税 
（平成 31 年４月〜） 

 
・森林経営管理制度における 

村上市森林経営ガイドライン 
（令和 2 年 5 月） 

 
・森林環境譲与税の活用に向けた

基本方針︓新潟県村上市 
（令和元年度〜令和５年度） 

 

取り組みの基本方針 具体的な取り組み内容 スケジュール 
 R３ R４ R５ R６ R７ R８ R9  R10  R11  R12  

R３ 

1 森林整備の推進 

５ 基⾦の設置 森林環境譲与税を有効に活用するため、必要に応じて、
基⾦として積み⽴て、森林整備等に活用します。 

① 目標林型の設定と森林区分（ゾーニング）に基づく 
計画的な森林整備 

② 人⼯林として経営すべき森林と天然林に誘導すべき
森林の峻別と計画的な意向調査の実施 

③ ⺠間事業者、村上市による森林の適切な経営管理 
④ 情報通信技術（ICT）を活用したスマート林業の実践 
⑤ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

※森林資源の持続的な循環利用と林業の成⻑産業化の両⽴に向
けて、5 つの方針としています。 

 

※具体的な取り組み内容を本年度検討します。 ※具体的な取り組みに対するスケジュールとして 10 年間での
計画を設定します。 
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森林の果たす役割や森林整備の必要性な
どについて、地域住⺠の理解促進と普及
啓発のための取り組みを進めます。 



村上市森づくり基本計画策定までのスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議事等】 

・ 村上市森づくり基本計画案の答申 

・ その他 

 

【議事等】 

・ 村上市森づくり基本計画（素案）について 

（森林区分（ゾーニング）、人工林として経営すべき森林と天然林に

誘導すべき森林、基本計画に盛り込む具体的な取り組み等） 

・ その他 

（令和 2 年 11 月 19 日開催） 

第 2 回委員会 

 

【議事等】 

・ 委嘱状の交付 

・ 委員長及び副委員長の選出 

・ 村上市森づくり基本計画の骨子（案）について 

・ 計画策定までのスケジュールについて 

・ その他 

（令和 2 年 12 月開催予定） 

第 4 回委員会 

第１回委員会 

資料３ 

（令和 3 年 1 月開催予定） 

 

【議事等】 

・ 村上市森づくり基本計画（案）について 

・ その他 

 

第 3 回委員会 

（令和 3 年 3 月開催予定） 

パブリックコメント（2 月中旬～下旬予定） 


